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入札参加資格停止の措置について 
 

 

１ 概 要 

岐阜県警察本部会計課が締結している「岐阜県警察情報分析支援システムの構築及び保

守管理業務」について、受注者である三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株）

の再委託先（構築業者）が、システム構築業務で作成したプログラム設計書の一部を、業

務とは関係ない事業者へ、発注者と受注者間の契約に違反して無断で提供し、外部に漏え

いしたため。 

 

２ 対 応 

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株）に対し、「岐阜県製造の請負、物

件の買入れその他の契約に係る入札参加資格停止措置要領」第２及び別表第１第３号の規

定にもとづき、入札参加資格の停止措置を講じる。 

 

３ 停止措置業者及び停止期間 

停止事業者 本社所在地 資格停止の期間 

三井住友トラスト・パナ

ソニックファイナンス

（株） 

東京都 
令和８年６月２６日から令和８年９月２５日まで 

（３か月） 

 

４ 参 考 

  「岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格停止措置要領」（抜粋） 
（入札参加資格停止） 

第２ 知事は、有資格業者が別表第１及び第２に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合は、期間の範囲

内で情状に応じて期間を定め、当該有資格業者について個別の入札に参加できないようにする措置（以下

「入札参加資格停止」という。）を行うものとする。 

 

別表第１第３号 

措  置  要  件 期  間 

（契約違反） 

３ 正当な理由がなくて県との契約を履行しなかったとき又は契約の履行に当たり契約

内容に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

 

２週間以上 

６か月以内 

 


